
大学生のエコラーニング事業業務委託 仕様書 

 

１ 適用範囲 

  本仕様書は、令和８年度に実施する大学生のエコラーニング（以下「本業務」という。）に適用する。 

 

２ 契約期間 

  契約締結日から令和９年３月１２日（金）まで 

 

３ 業務の目的 

  「大学生のエコラーニング事業」として大学生等を対象に交流の場を提供しながら、環境について

学ぶワークショップ（以下「ラーニングイベント」という。）を開催する。大学生等が昨今の環境にま

つわる社会の変化等について屋外での体験活動を通して学び、若者の環境に対する理解と関心を高め

ることを目的とする。 

 

４ 業務内容 

  本業務は、ラーニングイベントの企画・運営・設営・広報をはじめ、県や関係団体等との連絡調整

や必要な手続きなど、効果的かつ効率的なラーニングイベント開催に係る業務一式とする。また、企

画提案の内容は、以下の仕様に沿ったものとする。 

（１）ラーニングイベントの企画について 

 ① 実施内容 

  ・ラーニングイベントの実施回数は年間３回以上とする。ただし、各回のテーマは以下ア-１）～

３）に基づくものとし、各回のラーニングイベントを通して全テーマを網羅すること。なお、ラ

ーニングイベントは３種類以上実施するものとする。 

 ア 各ラーニングイベントのテーマについて 

   １）省エネや再生可能エネルギーなどカーボンニュートラルについて学ぶ 

   ２）生物多様性など自然環境保全について学ぶ 

   ３）ごみ減量化やリサイクルなど資源循環について学ぶ 

 イ 体験活動について 

・主に屋外等での調査活動や体験活動を設定し、参加者同士が交流できる内容とすること。 

   （例１）太陽光を利用したソーラークッカーでの調理体験など 

   （例２）希少な野生動植物、身近な野鳥や水辺の生き物の観察など 

   （例３）履かなくなったジーンズを用いてのトートバック制作など 

 ウ 交流の場の設定について 

・環境に配慮した取り組みを行う企業や団体との交流の場も積極的に設定すること。 

 エ 福井県が提供する環境教育教材の活用について 

  ・開催するラーニングイベントのうちいずれか１回以上に、福井県が提供する環境教育教材を活用

した活動を実施すること。当該教材の詳細については、以下のＵＲＬから確認すること。 

     （https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/ee/ee-top.html） 

  

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/ee/ee-top.html


オ 雨天・荒天等の対応 

・延期日程や変更内容（屋内での活動への変更）など、具体的な代替案も企画提案すること。 

 ② 実施期間 

  ・契約締結日から令和９年１月３１日（日）までにラーニングイベントを３回以上実施すること。

ただし、１回目のラーニングイベントについては令和８年１０月４日（日）までに実施すること。 

 ③ 実施場所 

  ・実施場所は、福井県内に限る。 

 ④ 参加者について 

  ・対象者は、県内の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、各種専門学校に在学する学生、およ

び福井県出身で他県の大学等に在学中の学生とする。 

・参加人数は合計９０名以上を見込むこと。 

（２）イベントの運営について 

 ① 準備関係について 

 ア 物品の確保 

  ・本業務に必要な物品は、受託者において用意すること。また、調達にあたっては、地域の活性化

を考慮し、地元で生産される県産品等の活用に努めること。 

  ・物品の確保に必要な一切の経費は、受託者が負担すること。 

 イ 実施場所の事前準備および撤収について 

  ・実施場所の管理者または管理団体との連絡調整および利用手続きは、受託者が行うこと。 

  ・実施場所の利用に必要な一切の経費は受託者が負担すること。 

  ・参加者が安全に参加できるよう、実施場所の安全確認および事前準備を行うこと。 

  ・撤収作業についても、受託者の責任において行うこと。 

 ② 実施体制について 

  ・適切かつ円滑に本業務を遂行するための体制を構築し、業務責任者を選任するとともに、県や関

係者等との連絡調整、必要な手続きを行うこと。 

  ・進捗状況については、県に随時報告するとともに、スケジュールに変更が生じた場合は速やかに

県に連絡のうえ、調整すること。 

  ・参加者への連絡は、受託者が行うこと。 

  ・不測の事態に備え、参加者や運営スタッフの傷害保険、並びに損害保険の加入手続きは、受託者

が行うこと。また、緊急対応が可能な体制を整えること。 

 ③ 業務遂行中の事故等および損害やクレームの対応について 

  ・業務遂行に際しては、人身事故、物損事故、その他本業務の遂行に際して発生が想定される事故

を未然に防止する義務を負うものとする。 

  ・本業務の遂行にあたり発生した事故等については、受託者の責任において速やかに適切な対応を

取ること。また、受託者は速やかに県に報告すること。 

  ・クレームがあった場合は、速やかに、適切な対応を取ること。また、その内容が重要な事項であ

る場合は、受託者は速やかに県に報告すること。 

  ・事故等またはクレームについて、受託者は、解決に向けて誠意のある対応を取ること。また、そ

の対応の経過について、速やかに県に報告すること。 

  ・事故等で発生した損害に対する経費は、受託者が負担するものとする。 



 ④ 各ラーニングイベント終了後の報告について 

  ・各ラーニングイベント終了後１０日以内に実施報告書（任意の様式）を県に提出すること。 

  ・実施報告書には、活動の概要（日時、場所、参加人数、実施内容、参加者の感想）を記載すると

ともに、活動中の写真を添付すること。 

  ・４-（１）-①-エの内容についても、終了後１０日以内に実施報告書（任意の様式）を県に提出す

ること。 

 ⑤ イベントの広報・参加者の募集について 

  ・参加者募集に係る一切の業務については、受託者で実施すること。 

  ・参加者募集に係る必要な経費は、受託者が負担すること。 

⑥ ＳＮＳ等による実施状況の情報発信について 

  ・ラーニングイベントに参加していない学生の環境保全に対する関心を高めるため、各ラーニング

イベント終了後には県が指定するＳＮＳ等により実施状況を情報発信すること。発信方法および

内容については、受託者の提案をもとに県と協議の上、決定するものとする。 

  ・ラーニングイベントに関する写真や動画については、上記ＳＮＳ等による情報発信のほか県が実

施する施策で活用することについて、参加者にあらかじめ告知するとともに書面等で同意を得る

こと。 

  ・本事業を通じて得た学びや体験を、学生が SNS等で積極的に発信するよう促進すること。 

 

５ 業務実施計画書の提出 

  受託者は、事業に着手する際、各回の業務実施計画書（任意の様式）を提出するものとする。なお、

業務実施計画書には、以下の事項を記載するものとする。 

 ・各回のラーニングイベントの具体的な実施事項 

 ・開催スケジュール 

 ・安全対策（事故等の未然防止策、事故等発生時の対応策等） 

 ・総括責任者および業務責任者、連絡責任者 

 

６ 成果品 

（１）成果品 

以下の成果品を福井県が指定する日までに提出すること。 

  ・業務完了報告書（任意の様式） 

  ・写真、映像等履行状況が確認できるもの一式 

  ・その他本業務で作成または取得した資料一式 

   ※原則として、紙媒体１部、電子データ（Word，Excel等）一式で提出すること。 

   ※成果品の納入後、内容に不備があった場合には、速やかに受託者の負担で是正を行うこと。 

（２）納入先 

   福井県エネルギー環境部環境政策課 環境計画推進グループ 

    〒９１０－８５８０ 福井市大手３丁目１７―１ 

     TEL：０７７６－２０－０３０１  FAX：０７７６－２０－０７３４ 

     E-mail：kankyou@pref.fukui.lg.jp 

 

mailto:kankyou@pref.fukui.lg.jp


７ 特記事項 

（１）本業務の実施について 

  ・県担当者と密接な打合せを行うなど、相互の信頼関係を維持すること。 

（２）本業務を通じて取得した個人情報等について 

  ・契約書（案）別紙１「情報セキュリティに関する特記事項」第９-３に従い、これを証明する書面

（別紙様式８）を提出すること。 

  ・契約書（案）別紙２「個人情報取扱特記事項」第３-２に従い、講じた措置について書面（別紙様

式９）を提出すること。 

（３）成果品に関する権利について 

受託者の固有の知識および技術を除き、県に帰属する。 

（４）その他 

  ・受託者は関係法令を遵守し、その適用および運用に関しては受託者の責任において適切に行うこ

と。 

  ・本仕様書に記載のない事項および疑義が生じた場合には、県と協議のうえ、その指示に従うもの

とする。 


